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日本WHO協会とは

公益社団法人日本WHO協会は、世界保健機関 (WH0)憲章の精神を普及徹底し、その目的達成に協力し、

我が国及び海外諸国の人々の健康増進に寄与することを目的として設立された団体です。設立より半世紀近く、

関西を拠点にグローバルな視野から国内外の人々の健康を考え、行動しており、今後も積極的に目的達成のた

め活動していきます。

(1) WHO憲章精神を普及するための健康に関するセミナー等の開催及び機関誌・広報等の啓発事業

(2) 健康に関する調査研究の受託・委託及び助成並びに研究成果に基づく提言等の研究事業

(3) 国内外で健康に関する社会貢献活動を行う企業、団体並びに個人との連絡・調整・協力等の連携事業

(4) WHOの事業目的達成に寄与するための募金活動及び募金収益の拠出並びに活動協力等の支援事業

(5) 国内外の健康の向上につながる人材の育成・援助等の人材開発事業

CONTENT 

ごあし＼さつ・・・・・・・・................................................................................................................ 1 

沿革・................................................................................................................................ 2 

WHO憲章・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・................................................................................................. 3 

● jaih-sとの共催フォーラム 開催報告・・・・・・・.......................................................................... 4 

命をつなぐ食～世界の食糧事情ってどんなんなん？～

「世界の食糧事情を知る」．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．． ．．．目時しおり

「食糧の入手困難による健康問題」．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．忍足謙朗

「健康問題と食事とのかかわりと国際協力」・・...…….... …......... 石JIIみどり

●ハイチコレラ流行に対する緊急医療支援

～ローカルイニシアティブを利用した災害公衆衛生活動は有効か～ 森田佳奈子・….. 14 

● 事務局だより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

.............................................................. ・・・・ エ膝 喬・・・・・・ 19 ●うつ病との正しい付き合い方

●未来の医師のためのグローバルヘルス・スタデイツアー： WKC訪問記

池尻達紀 東海慶音 川竹絢子 喜多村恭平 阪上慎治郎・・・・・・ 24



1 

 

.           ごあいさつ          . 

 
公益社団法人 日本 WHO 協会 

理事長 関 淳一 

 

年も明け、今年もジュネーブの WHO 本部では 1

月 23 日から 2 月 1 日までの 10 日間、恒例の WHO

執行理事会（第 140 回）が開催されました。今回の

執行理事会では、6 月に任期を終えるマーガレット・

チャン現事務局長の後任について昨年の 9 月の締め

切りで加盟国から推薦された 6 名の候補者の内から

3 名（各々エチオピア・英国・パキスタン）が最終

候補者として決定され、公表されました。今後、5

月の WHO 総会に於いて、全加盟国による投票によ

り 3 名の内から次期事務局長が選任されます。WHO

は目下多くの課題を抱えており、次期事務局長の選

任は注目に値します。 

 今回、当機関誌 62 号を発刊するに当り、多くの

方々の協力を頂きました。この場を借りまして、先

ず厚くお礼申し上げます。 

 昨年 10 月 1 日に国際保健医療学会学生部会

（jaih-s）と共催企画「命をつなぐ食～世界の食糧事

情ってどんなんなん？～」を開催しました。Jaih-s

との共催企画も今年は 6 年目を迎え、双方にとって

すっかり年中行事の一つとなった感があります。今

回も、企画・運営そして、この開催報告の作成まで

全て jaih-s の方々にお任せし、私共は裏方の仕事に

徹しましたが、命につながる、「食料」を切り口に世

界の情勢を学ぶ極めて有意義な機会となりました。 

また、森田佳奈子様には特にお願いして、ハイチ

でのコレラ流行に対する緊急支援活動のご経験を中

心にご寄稿頂きました。ご自身の幼少時の経験を常

に原点として、国際保健医療現場での活動を続けて

おられる様子が読み取れ、極めて意味のあるレポー

トと思います。 

又、前号に掲載した、京都大学医学部学生の方々

によるスタディーツアー報告文の続編として「WHO

神戸センター訪問記」を掲載いたしました。 

寄稿頂いた原稿を一読し、ロス所長を初め WKC

のスタッフの方々の全面的なご協力の下で、訪問し

た学生の方々が、今後のキャリアを考える上で、参

考になる非常に多くのことを学ばれた、極めて良い

スタディツアーであったことがうかがえました。 

ところで、今年の世界保健デーのテーマは「うつ

病:一緒に話そう」（Depression:Let’s talk）です。

4 月 7 日を中心に世界中で啓発活動が行われます。

私共も、その第一弾として、今回大阪大学保健セン

ター教授工藤喬先生に「うつ病との正しい付き合い

方」と題して、うつ病対策の現状と課題等について

ご寄稿頂きました。 

私共も、これを機に、うつ病への対応の仕方につ

いて、年間を通じて共に考え語り合いたいと思いま

す。 

今後とも、当協会へのご協力ご支援を心からお願

い申し上げます。 

平成 29 年 2 月 



（公社）日本WHO協会の沿革
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[「WHO憲章」が発効し、国連の専門機関として世界保健機関 (WHO)が発足する。］
WHO憲章の精神普及を目的とする社団法人日本WHO協会の設立が認可された（本部
京都） 。会報発行、 WHO講演会等の事業活動を開始。
世界保健デー記念大会開催事業を開始。

青少年の保健衛生意識向上のため、作文コンクール事業を開始。
老年問題に関する神戸国際シンポジウムを主催。

WHO健康相談室を開設、中高年向け健康体操教室を開講。
海外のWHO関連研究者への研究費助成事業を開始。
京都にてWHO創設50周年シンポジウム「健やかで聾かな長寿社会を目指して」
開催。

WHO健康フオーラム2000をはじめ、全国各地でもフオーラム事業を展開。
事務局を京都よリ大阪市内へ移転。

財団法人工イズ予防財団(」FAP)のエイズ対策関連事業への助成を開始。
事務局を大阪商工会議所内に移転。定期健康セミナー事業を開始。
国で見るWHO」を復刊。パンデミ ックとなったインフルエンザに対応し、対策セミ
ナーを開催。

WHO神戸センターのクマレサン所長を招き、フオ-ラム
WHOへの人的貢献の推進を提唱。

メールマガジンの配信を開始。

公益社団法人に移行。
世界禁煙デーにあたってWHO神戸センターのロス所長を招き、禁煙セミナーを開催。
第 5回アフリカ開発会議公式サイドイベントとしてフオーラムを開催。
WHO本部から発信されるファクトシートの翻訳出版権を付与される。

「WHOと日本」

を

を開催、

第二次世界大戦の硝煙さめやらぬ 1946年7月22日、世界61カ国がニューヨークに集い、すべ
ての人々が最高の健康水準に達するためには何をすべきかを話し合い、その原則を取リ決めた憲
章が採択され、 1948年4月7日国連の専門機関として世界保健機関 WHOが発定しました。

当協会は、この WHO憲章の精神に賛同した人々により、 1965年に民間の WHO支援組織と
して設立され、グローバルな視野から人類の健康を考え、 WHO憲章精神の普及と人々の健康増
進につながる諸活動を展開してまいりました。
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「WHO憲章」

世界保健機関 (WHO)憲章は、 7946年 7月22日にニューヨークで 67か国の代表により署名され 7948
年4月7日より効力が発生しました。日本では、 1957年 6月26日に条約第 1号として公布されました。そ
の定訳は、たとえば「健康とは、完全な肉体的、精神的及び社会的福祉の状態であり、単に疾病又は病弱の存
在しないことではない。到達しうる最高基準の健康を享有することは、人種、宗教、政治的信念又は経済的若
しくは社会的条件の差別なしに万人の有する基本的権利の一つである」といったように格調高いものです。しか
し、現在では、表現が難しすぎるという声も少なくありませんでした。日本WHO協会では、 27世紀の市民社
会にふさわしい日本語訳を追及し、理事のメンバーが討議を重ね、以下のような仮訳を作成しました。

（日本WHO協会理事中村安秀）

THE ST ATES Parties to this Constitution 
declare. in confo「mitywith the Charte「ofthe 
United Nations. that the following principles 
are basic to the happiness. harmonious 
relations and security of all peoples 
Health is a state of complete physical. 
mental and social well-being and not me「ely
the absence of disease or infirmity 
The enjoyment of the highest attainable 
standard of health is one of the fundamental 
rights of every human being without 
distinction of race. religion. political belief. 
economic o「socialcondition. 
The health of all peoples is fundamental to 
the attainment of peace and secu「ityand is 
dependent upon the fullest co-operation of 
individuals and States 
The achievement of any State in the 
promotion and protection of health is of 
value to all 
Unequal development in different countries 
in the promotion of health and control of 
disease. especially communicable disease. is 
a common danger. 
Healthy development of the child is of basic 
importance; the ability to live harmoniously in 
a changing total environment is essential to 
such development 
The extension to all peoples of the benefits 
of medical. psychological and 「elated
knowledge is essential to the fullest 
attainment of health 
Informed opinion and active co-operation on 
the part of the public a「e of the utmost 
importance in the improvement of the health 
of the people 
Governments have a responsibility for the 
health of thei「peopleswhich can be fulfilled 
only by the provision of adequate health and 
social measures. 
ACCEPTING THESE PRINCIPLES. and for the 
purpose of co-ope「ationamong themselves 
and with others to promote and p「otectthe 
health of all peoples. the Contracting Pa「ties
agree to the present Constitution and 
hereby establish the World Health 
Organization as a specialized agency within 
the terms of A「ticle57 of the Cha「terof the 
United Nations. 

世界保健機関憲章前文（日本WHO協会仮訳）

この憲章の当事国は、国際連合憲章に従い、次の諸
原則がすべての人々の幸福と平和な関係と安全保障
の基礎であることを宣言します。

健康とは、病気ではないとか、弱っていないというこ
とではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的
にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます。

人種、宗教、政治信条や経済的・社会的条件によっ
て差別されることなく、最高水準の健康に恵まれる
ことは、あらゆる人々にとっての基本的人権のひとつ
です。

世界中すべての人々が健康であることは、平和と安
全を達成するための基礎であり、その成否は、個人
と国家の全面的な協力が得られるかどうかにかかって
います。

ひとつの国で健康の増進と保護を達成することができ
れば、その国のみならす世界全体にとっても有意義
なことです。

健康増進や感染症対策の進み具合が国によって異な
ると、すべての国に共通して危険が及ぶことになりま
す。

子どもの健やかな成長は、基本的に大切なことです。
そして、変化の激しい種々の環境に順応しながら生き
ていける力を身につけることが、この成長のために不
可欠です。

健康を完全に達成するためには、医学、心理学や関
連する学問の恩恵をすべての人々に広げることが不
可欠です。

一般の市民が確かな見解をもって積極的に協力する
ことは、人々の健康を向上させていくうえで最も重要
なことです。

各国政府には自国民の健康に対する責任があり、そ
の責任を果たすためには、充分な健康対策と社会的
施策を行わなければなりません。

これらの原則を受け入れ、すべての人々の健康を増
進し保護するため互いに他の国々と協力する目的で、
締約国はこの憲章に同意し、国際連合憲章第 57条
の条項の範囲内の専門機関として、ここに世界保健
機関を設立します。
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